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建築設計業務委託特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要  

１ 業務名称  特別養護老人ホーム「やすらぎの里」建設設計業務  

 

２ 計画施設概要  

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。  

（１）施設名称    特別養護老人ホーム「やすらぎの里」  

（２）建設予定地  新潟県三島郡出雲崎町大字船橋字縄手地内 

（３）施設用途    特別養護老人ホーム(入所施設) 

          老人短期入所施設 

            居宅介護支援（居宅ケアマネジャー） 

３ 設計与条件  

（１）敷地の条件  

ア 敷地の面積 約１８，０００㎡（うち平場面積１４，５００㎡） 

  別紙 用地図参照  

イ 用途地域及び地区の指定  

・無指定地域（容積率・建ぺい率、制限なし） 

・建築基準法の指定なし 

    ウ インフラの状況 

   ・電気   東北電力引込 

・ガス   プロパンガス 

      ・水道   町営水道   

   ・下水道  公共下水道 

（２）施設の条件  

ア 延べ面積   ４，５００㎡（目標）  

イ 主要構造   鉄筋コンクリート又は鉄骨構造コンクリート壁等、複層階可  

※現計画での想定、今後の協議により変更可とする。  

ウ 耐震安全性の分類  

① 構造体 Ⅱ 類  

② 建築非構造部材 Ｂ 類  

③ 建築設備 乙 類  

耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日付け国営

計第126号、国営整第198号、国営設第135号）による。  

（３）建設の条件  

ア 建設手法  

本建設事業は、出雲崎町大字船橋字縄手地内に新園舎及び附帯する駐車場・車庫等を整

備することにより完了とする。  

イ 予定工事費 総 額 約 １，７００，０００千円（税抜き）  

（外構附帯施設等整備工事含む）  

    ウ 建設工期 

      ・建設工事   令和７年９月～令和９年２月  

・外構工事   令和７年９月～令和９年４月 

 

（４）設計与条件  

設計与条件については、次のとおりとする。  

① 特別養護老人ホーム「やすらぎの里」建設事業計画 

② 本法人との定期的な打ち合わせによる決定事項 
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Ⅱ 業務仕様  

本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（平成20年3月31

日付け国営整第176号（最終改定 令和3年3月25日国営整第210号）による。  

１ 設計業務の内容及び範囲  

（１）一般業務の範囲  

ア 基本設計  

〇 建築（総合）基本設計に関する標準業務  

〇 建築（構造）基本設計に関する標準業務  

〇 電気設備基本設計に関する標準業務  

〇 機械設備基本設計に関する標準業務  

〇 外構附帯整備基本設計に関する業務  

・建設予定地の外構付帯整備設計  

イ 実施設計  

〇 建築（総合）実施設計に関する標準業務  

〇 建築（構造）実施設計に関する標準業務  

〇 電気設備実施設計に関する標準業務  

〇 機械設備実施設計に関する標準業務  

〇 外構附帯整備実施設計に関する業務  

・建設予定地の外構付帯整備設計   

（２）追加業務の内容及び範囲  

ア 積算業務  

〇 建築積算（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作

成）  

〇 電気設備積算 （同上）  

〇 機械設備積算 （同上）  

〇 建設予定地の外構付帯整備積算（同上）  

※ 本業務の積算工事費は、本地域の一般流通価格を的確に調査して算出すること。  

イ 各種申請手続業務  

〇 確認申請に関する手続業務（手数料を含む）  

〇 関係法令等に基づく各種申請手続業務  

〇 概略工事工程表の作成  

〇 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する手続業務（手数料を含む）  

〇 福祉のまちづくり条例届出手続き  

〇 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する申請手続き  

ウ その他  

〇 施設維持管理費用の概算業務（法定管理費、ランニングコスト等） 

  

２ 業務の実施  

（１）一般事項  

ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。  

   イ 実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 

ウ 積算業務は、本法人の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。  

（２）適用基準等  

本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準（最新版）等を適用する。受注者は業務

の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなけ

ればならない。  

ア 共 通 

 〇 官庁施設の基本的性能基準 

〇 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準  

〇 官庁施設の環境保全性基準  

〇 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準  
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〇 公共建築工事積算基準  

〇 公共建築工事共通費積算基準  

〇 公共建築工事標準単価積算基準  

〇 公共建築工事積算基準等資料  

イ 建 築  

〇 建築工事設計図書作成基準  

〇 建築工事設計図書作成基準の資料  

〇 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）  

〇 建築設計基準  

〇 建築設計基準の資料  

〇 建築構造設計基準  

〇 建築構造設計基準の資料  

〇 建築工事標準詳細図  

〇 構内舗装・排水設計基準  

〇 構内舗装・排水設計基準の資料  

ウ 建築積算  

〇 公共建築数量積算基準  

〇 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）  

〇 公共建築工事見積標準書式（建築工事編）  

エ 設 備  

〇 建築設備計画基準  

〇 建築設備設計基準  

〇 建築設備工事設計図書作成基準  

〇 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）  

〇 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）  

〇 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）  

〇 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）  

〇 建築設備耐震設計・施工指針  

〇 建築設備設計計算書作成の手引  

オ 設備積算  

〇 公共建築設備数量積算基準）  

〇 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）  

〇 公共建築工事見積標準書式（設備工事編）  

（３）業務計画書  

業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、本法人に提出する。なお、プロポーザ

ル方式により本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を

履行する。  

配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理

由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。  

ア 業務概要  

Ⅰ 業務概要のとおり  

イ 業務工程表  

ウ 業務体制表  

エ 管理技術者の経歴等  

（４）貸与品等  

ア 既存設計図書等（既存建築物設計図書一式）  

イ 敷地調査資料（三島郡出雲崎町大字船橋地内地盤調査報告書）  

（５）打合せ及び記録  

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、本法人に提出する。  

ア 業務着手時  

イ 本法人又は管理技術者が必要と認めた時  
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（６）その他、業務の履行に係る条件等  

ア 本施設は国庫補助事業を活用し実施することから、当該補助申請時期に適切に対応した業

務履行工程とすること。なお、申請に係る設計資料は本法人の指示による。  

イ 成果物のＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事にお

ける施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 

 

３ 成果物、提出部数等  

（１）基本設計 

成果物等 原 図 陽画焼 製本形態 適 用 

ア 建築（総合） 

〇 建築（総合）基本設計図 

計画説明書 

仕様概要書 

仕上概要表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

〇 工事費概算書 

〇 仮設計画概要書 

 

各１部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部  

各１部  

 

３部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３部  

３部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4ファイル  

A4ファイル  

 

※CD-Rによる

提出  

 

 

 

イ 建築（構造）  

〇 建築（構造）基本設計図  

構造計画説明書  

構造設計概要書  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

各１部  

 

１部  

 

 

１部  

 

 

 

 

A4ファイル 

ウ  電気設備  

〇 電気設備基本設計図書  

電気設備計画説明書  

電気設備設計概要書  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

各１部  

 

１部  

 

 

１部  

 

 

 

 

A4ファイル 

エ  機械設備  

〇 機械設備基本設計図  

機械設備計画説明書  

機械設備設計概要書 

 〇 工事費概要書 

 

各１部  

 

 

各1部 

 

1部 

 

 

1部 

 

 

 

 

A4ファイル 

オ 資料  

〇 各種技術資料  

〇 各記録書  

 

一式  

一式  

 

１部  

１部  

 

A4ファイル  

A4ファイル  
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（注）：建築（構造）の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含めることがで

きる。  

：電気設備及び機械設備の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含める

ことができる。  

：建築（総合）設計図は、適宜、追加してもよい。  

：「ＣＤ－Ｒによる提出」の電子のファイル形式は、本法人との協議による。（提

出部数は１部とする。） 

（２）実施設計 

成果物等 原図 陽画焼 製本形態 適用 

ア 建築（総合）  

〇 建築（総合）設計図  

建築物概要書  

仕様書  

仕上表  

面積表及び求積図  

敷地案内図  

配置図  

平面図（各階）  

断面図  

立面図（各面）  

矩計図  

展開図  

天井伏図（各階）  

平面詳細図  

部分詳細図（断面含む）  

建具表  

外構図  

総合仮設計画図  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部  

 

２部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部  

 

A3二折製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4ファイル  

 

※CD-Rに

よる提出  

 

 

イ  建築（構造）  

〇 建築（構造）設計図  

仕様書  

構造基準図  

伏図（各階）  

軸組図  

部材断面表  

各部断面図  

標準詳細図  

各部詳細図  

〇 構造計算書  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部  

各１部  

 

２部  

 

 

 

 

 

 

 

 

２部  

１部  

 

A3二折製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4ファイル  

A4ファイル  

 

※CD-Rに

よる提出  
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ウ  電気設備  

〇 電気設備設計図  

仕様書  

配置図 

電灯設備図  

動力設備図  

受変電設備図  

発電設備図  

構内情報通信網設備図  

構内交換設備図  

情報表示設備図  

映像・音響設備図  

拡声設備図  

誘導支援設備図  

テレビ共同受信設備図  

監視カメラ設備図  

防犯・入退室管理設備図  

火災報知設備図  

構内配電線路図  

構内通信線路図  

〇 電気設備設計計算書  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部  

各１部  

 

２部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部  

１部  

 

A3二折製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4ファイル 

A4ファイル 

 

※CD-Rに

よる提出  

 

エ  機械設備  

〇 機械設備設計図  

仕様書  

配置図  

空気調和設備図  

換気設備図  

自動制御設備図  

衛生器具設備図  

給水設備図  

排水設備図  

給湯設備図  

消火設備図  

スプリンクラー設備図  

厨房設備図  

ガス設備図  

〇 機械設備設計計算書  

〇 工事費概算書  

 

各１部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部  

各１部  

 

２部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部  

１部  

 

A3二折製本  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4ファイル  

A4ファイル  

 

※CD-Rに

よる提出  
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オ  建築積算（造成設計分を）  

〇 建築工事積算数量算出書  

〇 見積書等関係資料  

（建築工事編）  

〇 単価資料  

カ 電気設備積算  

〇 電気設備工事積算数量算出

書  

〇 見積書等関係資料  

（電気設備工事編）  

〇 単価資料  

キ 機械設備積算  

〇 機械設備工事積算数量算出

書  

〇 見積書等関係資料  

（機械設備工事編）  

〇単価資料  

ク 土木機械設備積算  

〇 機械設備工事積算数量算出

書  

〇 見積書等関係資料  

（機械設備工事編） 

〇単価資料 

各１部  

 

 

 

 

各１部  

 

 

 

 

 

各１部  

 

 

 

 

 

各１部  

 A4ファイル  

 

 

 

 

A4ファイル  

 

 

 

 

 

A4ファイル  

 

 

 

 

 

A4ファイル 

 

※CD-Rに

よる提出  

 

ケ  そ の 他  

〇 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律に関す

る手続関係書  

〇 福祉のまちづくり条例届出

手続関係書  

〇 高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律

に関する申請手続関係書  

〇 概略工事工程表  

〇 施設維持管費用概算書  

各  

各 各１部  

 

 

各１部  

 

各１部  

 

 

各１部  

各１部  

 

１部  

 

 

１部  

 

１部  

 

 

１部  

１部  

 

A4ファイル  

 

 

A4ファイル  

 

A4ファイル  

 

 

A4ファイル  

A4ファイル  

 

※CD-Rに

よる提出  

 

コ  資 料  

〇 各種技術資料  

〇 構造計算データ  

〇 各記録書  

 

各１部  

各１部  

各１部  

 

１部  

１部  

１部  

 

A4ファイル  

A4ファイル  

A4ファイル 

 

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含めることができ

る。 

：電気設備及び機械設備の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含めるこ

とができる。 

：建築（総合）設計図は、適宜、追加してもよい。 

：「ＣＤ－Ｒによる提出 」の電子のファイル形式は、本法人との協議による。（提

出部数は１部とする。） 


